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2026 年 3 月発行 

 

～木曽境川小学校・小山ヶ丘小学校・鶴川中学校～ 
 

「サークル活動の打ち合わせをできる場所が近所にあるといいな…！」 

「地域の仲間と合唱の練習をしたいけど、練習会場はあるかな？」 

 

▼ こんなときは… ▼ 

 

 

 

 
 

 

皆さんのサークル活動や地域活動の場として、小・中学校の特別教室を

貸し出しています。 

  なお、町田第一中学校の武道場及び特別教室の利用については、別冊「町

田第一中学校 特別教室の利用案内」をご覧ください。 
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１．利用登録 

   小・中学校の特別教室を利用するためには、事前に登録が必要です。「まちだ施設案

内予約システム」の団体登録とは異なりますのでご注意ください。 

 

【利用登録の流れ】 

(１) 登録要件の確認 

以下のすべての条件に該当している団体が登録できます。 

① 市内で活動している団体で、代表者が１５歳に達する日以後の最初の３月３

１日を経過した町田市民であること。 

② 構成員が５人以上であり、かつ、その半数以上が市内に在住、在勤または在

学していること。 

③ 構成員全員が同居の家族でないこと。 

④ 営利を目的とする団体でないこと。 

⑤ 政治・宗教活動でないこと。 

 

※その他、教育委員会が不適当と認める団体は、登録できません。 

※周辺住民への音による迷惑が考えられる場合や、施設の破損が考えられる場 

合は、登録及び利用をお断りすることもありますので、あらかじめご了承く 

ださい。（例：ダンス、トランペット、和太鼓など） 

※常に連絡の取れる方を、団体の代表者として記入してください。 

 

(２) 申請書類の提出 

以下の申請書類が必要ですが、まずは、生涯学習センターにご連絡ください。 

① 「町田市学校開放施設利用登録申請書」 

② 「町田市学校開放施設利用登録構成員名簿」 

申請書類は、ホームページからもダウンロードできます。また、「町田市学校開

放施設利用登録構成員名簿」は、氏名、住所(在勤者は勤務先、在学者は通学先)の

記入があれば、団体で作成されている名簿でも構いません。 

※オンラインで申請することもできます。 

 詳細は、町田市ホームページでご確認ください。 

 

(３) 利用登録の承認 

利用登録の申請が承認されたら、代表者宛に「町田市学校開放施設利用登録証」

を送付します。この登録証が手元に届いたら、利用登録は完了です。 

登録証は、利用申請(利用日の予約)時及び利用当日に必要ですので、大切にお取

り扱いください。 
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【登録の有効期間と登録内容変更手続き】 

① 登録の有効期間は３年間です（はじめて登録した場合は、翌々年度の３月３１日

まで）。引き続き小・中学校の特別教室をご利用予定の団体は、所定の期間内に更

新手続きをしてください。なお、登録の有効期限が近くなりましたら更新手続き

についてお知らせします。 

② 登録内容に変更が生じた場合は、変更手続きが必要です。生涯学習センターにご

連絡ください。(例：代表者変更、住所変更など) 

 

 

２．利用できる教室 

利用できる特別教室は、以下の３校１０教室で、無料で利用できます。 

町田第一中学校の武道場及び特別教室については、図書室を除き有料になります。詳

しくは、別冊「町田第一中学校 特別教室の利用案内」をご覧ください。 

なお、小学校の各教室は小学生用のつくりですので、１教室あたりの利用人数の 

目安は、大人２０名程度です。(約６０㎡／教室) 

※７ページに掲載している「利用当日の注意事項」をよくお読みのうえ、ご利用くだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽境川小学校 (町田市木曽西１-９-１) 

２Ｆ 音楽室 

○ある程度防音された教室 

○ピアノ有り(※使用には事前申請が必要) 

○広さ…２教室分 

４Ｆ 家庭科室 

○子どもの料理用固定テーブル有り 

○流し台有り(※要清掃) 

○広さ…１.５教室分 

※包丁・まな板などの調理備品は使用不可 

４Ｆ ランチルーム 

○食事用テーブル有り(移動可) 

○ピアノ有り(※使用には事前申請が必要) 

○広さ…２.５教室分 
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※当面の間、ミーティングルームの貸出を中止します。 

   

小山ヶ丘小学校 (町田市小山ヶ丘５-３７) 

１Ｆ 第三音楽室 

○会議室として使用可能 

○広さ…２教室分 

※防音設備なし、ピアノなし 

２Ｆ 理科室 

○実験用固定テーブル有り 

○広さ…１.５教室分 

※備品は使用不可 

２Ｆ 図工室 

○工作用固定テーブル有り 

○広さ…２教室分 

※備品は使用不可 

３Ｆ 音楽室 

○ある程度防音された教室 

○ピアノ有り(※使用には事前申請が必要) 

○広さ…１.５教室分 

３Ｆ 家庭科室 

○子どもの料理用固定テーブル有り 

○流し台有り(※要清掃) 

○広さ…１.５教室分 

※包丁・まな板などの調理備品は使用不可 

鶴川中学校 (町田市小野路町１９０５-１) 

1Ｆ 小ホール 

○小さな舞台、演台有り 

○階段式客席(固定) 

○プロジェクター・マイク等のＡＶ設備、 

ピアノ有り(※使用には事前申請が必要) 

※ＡＶ設備を使用するには、事前に取り扱 

い説明の受講が必要です。詳細は管理人

事務所にお問い合わせください。 

※飲食禁止です。 
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３．利用日時 

 

 

【注意】 

① 一覧表中の「-」のときは、利用できません（管理人事務所も休み）。 

② 年末年始(１２月２９日～１月３日)は利用及び利用申請できません。 

③ 学校行事、選挙などの理由により、利用及び利用申請を中止することがあります。 

④ 鶴川中学校については、祝日と地域利用を行わない日が重なった場合は、利用で

きません。 

⑤ 利用時間には、準備、片付け、清掃、学校敷地外へ出るまでの時間を含みます。 

４．利用申請の流れ 

(１) 利用申請の受付場所 

利用申請は、各学校の特別教室地域利用の管理人事務所で受付けます。 

なお、手続きの際は「町田市学校開放施設利用登録証」をご持参ください。 

 

(２) 利用申請の受付期間と受付時間 

原則、利用する月の前月の第一土曜日１３：００から利用日の７日前まで申請で 

きます。 

【注意】 

① 受付開始日の１３：００の時点で、日時・教室の利用希望が複数の団体で重な 

った場合は、抽選となります。抽選申込みは４回分を上限として申請できます。 

(教室ごと・利用時間区分ごとに１回分と数えます。) 

   ② 受付開始日が地域利用日にあたらない場合は、次の土・日・祝日の地域利用日に

なります。 

 

 

 

 

時期 時間帯／曜日 月 火（平日） 水 木（平日） 金 土・日・祝日

午前 - - - - -  9：00～12：00

午後 - - - - - 13：00～17：00

夜間 - 18：30～21：00 - 18：30～21：00 - 17：30～21：00

午前 - - - - -  9：00～12：00

午後 - 13：00～17：00 - 13：00～17：00 - 13：00～17：00

夜間 - 17：30～21：00 - 17：30～21：00 - 17：30～21：00

通年

学校の休業日

小
学
校
２
校

時期 時間帯/曜日 月 火 水 木 金 土・日・祝日

午前 － － － － － 19：30～12：00

午後 － － － － － 13：00～17：00
夜間 － － － 18：30～20：30 18：30～20：30 －

通年

鶴

川

中

学

校
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土・日・祝日の地域利用日に利用申請を受付けます。 

 ※平日は受付いたしません。 

 

【木曽境川小学校・小山ヶ丘小学校】 

   土・日・祝日 １３：００～１４：００ 

 

【鶴川中学校】  

     土・日・祝日 １３：００～１４：００ 

  

 

 

   ※町田第一中学校の武道場及び特別教室の利用については、別冊「町田第一中学校 

特別教室の利用案内」をご覧ください。 

 

 

(３)利用申請書の記入 

 以下の書類を記入してください。管理人から「利用承認書」を受け取りましたら、 

利用申請は終了となります。 

    ≪窓口で記入する書類≫ 

①「体育館等利用申請書」  ※複写式 

②「特別教室地域利用『備品・付属品』使用申請書」  ※備品を使用する場合 

 

(４)利用当日について 

  「利用承認書」と「登録証」を、管理人が確認しますので、ご持参ください。 

 

５．利用のキャンセル 

   利用申請した教室を都合により利用しなくなった場合は、利用申請受付時間内に、各

校の管理人事務所にて以下の書類を記入してください。 

   ≪窓口で記入する書類≫ 

   「武道場等利用申請取消書」 

    ※各校の管理人事務所へ、発行済の「利用承認書」を返却してください。 

    ※キャンセルは他の団体のご迷惑となりますので、利用日時等を十分検討のうえ、利 

用申請してください。 

利用申請受付時間 

 

利用 
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６．利用当日の注意事項 

(１)来校時の注意 

① 学校関係者の出入り口と、特別教室の地域利用者の出入り口(玄関)は異なりま

す。詳しくは、生涯学習センターへお問い合わせください。 

② 学校の駐車場は、特別教室の地域利用者の駐車場ではありません。公共の交通

機関をご利用ください。 

(２)教室利用時の注意 

児童・生徒との共用部分を利用するため、授業に支障がないよう、ご協力をお願い 

します。 

① 利用の承認を受けた教室以外へは立ち入らないでください。 

② 利用の承認を受けた目的以外に利用しないでください。 

③ 各教室とも、冷暖房完備です。使用した場合は、必ずスイッチを切って退室し 

てください。 

④ テーブル(机)や椅子を使用する場合は、床を傷つけないようにしてください。 

また、使用後は元の状態に戻してください。 

⑤ 構成員名簿に記入されている方以外の利用はできません。 

⑥ 児童・生徒の作品などには、手を触れないでください。 

⑦ ゴミは、持ち帰ってください。 

⑧ 学校敷地内での喫煙・飲酒は、厳禁です。 

⑨ 教育委員会の承認無く、火気を使用しないでください。 

⑩ 上記のほか、各校で注意点が異なる場合がありますので、管理人の指示に従っ 

てください。 
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７．連絡先 

(１)各校特別教室地域利用の管理人事務所等 

   空き部屋の照会やキャンセル連絡は、利用申請受付時間(６ページ参照)にお願いし 

ます。 

※利用申請受付時間外の来訪及び電話、学校（職員室等）への問い合わせはご遠慮くださ

い。 

 

① 木曽境川小学校 「管理人事務所」 ０４２-７９１-６４５１ 

 

② 小山ヶ丘小学校 「管理人事務所」 ０４２-７７１-７９７０ 

 

③ 鶴 川 中 学 校 「 管 理 人 室 」 ０４２-７３６-０５９１ 

  

   ※町田第一中学校の武道場及び特別教室の地域利用については、別冊「町田第一中学

校 特別教室の利用案内」をご覧ください。 

 

(２)生涯学習センター 

   特別教室の地域利用についてのお問い合わせは、以下までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

町田市教育委員会 生涯学習部 生涯学習センター「特別教室の地域利用」担当 

  〒１９４－００１３ 

町田市原町田６-８-１(町田センタービル６階) 

ＴＥＬ： ０４２-７２８-００７１  ＦＡＸ： ０４２-７２８-００７３ 

【休館日】 

・毎月第４月曜日(祝日の場合は次の平日に休館) 

・年末年始(１２月２９日～１月３日) 

  【窓口受付時間】 

 ９:００～１７:００ 


